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I 

ザンピアは銅鉱業を中心として開発された国で現在ア

メリカ，ソピエートに次ぎ世界第3｛立の銅生産量（14%),

世界の埋蔵最の10%，世界第H立の輸出最を誇ってい

る。ザンピア経済は銅依存の経済であり， 1968年には総

輸出額の90%，政府収入の65%(GDPの40%）は銅によ

るものであった。 1963年にローデシア・ニアザランド連

邦が解体し， 64年10月にザンピアの名の下に独立して以

来，ザンピアの経済自立化をめざす中心課題は，この外

国企業に独占されている銅鉱業の固有化であって，これ

は銅鉱業がザンピア経済に占める役割からU、つでも当然

のことといえた。

1969年12月に実際銅鉱業は固有化されたが，それに至

るまで3固にわたって行なわれたカウング大統領の宣言

は，この間の事情を良く示している。第1回の宣言は67

年4月の「Humanismin ZambiaJ （；レサカ宣言）であり，

ザンビアの指導理念、が「ザンピア・ヒユーマユズム」で

あることを強調したもので，これはタンザニアの「ウジ

アマー」，ケニアの「ハランベー」に相当する理念であ

る。このヒューマニズムは外国の搾取に対抗し，経済に
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おける国家参加 (participationpolicy）と土地の国家所

有に具体化されるものである。この宣言では銅鉱業の固

有化にはふれていないが，その理念的基盤を築いたもの

といえる。第2回の宣言は68年4月の「Zambiatowards 

Economic Independence」〈ムルングシ宣言）であり，同

宣言はJレサカ宣言に表明されたヒューマニズムを再度強

調するとともに経済のザンピア人化の具体策として在留

外閑人事業の制限，指定する外国人企業株式の51%を取

得し，さらに独立以来鉱業発展が停滞していることに注

意を換起してロイヤリティ制度の改正を明らかにした。

第3回の宣言は69年8月に行なわれた「TowardsCom-

plete Independence J （マテロ宣言）である。統一民族独

立党（UNIP）の大会においてカウンダ大統領が行なった

との宣言はまさに銀鉱業の国有化宣言であ！） ' 2大銅鉱

業会社（ZambianAnglo・AmericaCorporationーZAC,

Roan Selection Trust-RST）の株式の51%を固有化す

ること，鉱業権は全て国家に帰属することを明言したも

のであった。

政府と両会社聞に国有化に関する基本契約が締結され

たのは同年12月24日である。この結果，セシル・ローズ

以来のイギリスの銅資源支配に終止符がうたれることに

なったわけで，チリ，ザ、イーJレの銅資源固有化に続く事

件として世界の注目をうけ，様々の論評が行なわれてき

た。ここに紹介する 2著作も出版されるべくして出版さ

れたといいえるものであり，第2回の宣言名を冠したフ

ェーパー，ポッターの著作がまず研究の先鞭をつけるこ

ととなった。

II 

Towards Economic Independenceの両著者は最近

までともにザンピア政府に勤務していたもので，フェー

ノ号ーは商工業・貿易省の次官，ポツターは開発・財政省

の経済専門家であった。同書は次のような構成になって

いる。

序論マイク・フェーパー

第 I章 カッパーペJレト地帯における共同政策
マイク・フェーパー

第H寧鉱業権の回復 マイク・フェーバー

第E章ザンピア鏑産業の将来マイク・フェーパー

第IV章ザンピア鋼の51%固有化 ジム・ポッター

付録 カウンダ大統領のマテロ宣言抜粋

序論において，フェーパーは，ザンピア鏑産業の発達，

ザンピア経済における役割，さらにザンピア政府と銅産

業の関係に簡単にふれている。マテロ宣言前の税制度が



新しい鉱山の改善を妨げてきたことを批判し，また簡単

に，独立後から固有化に至るまでの税制度の変化を紹介

している。

第I章から，第E章までのフェーパーの論文は国有化

前に書かれたもので，国有化にはふれておらず，むしろ

その前段階の状況を述べている。第I章はカッパーベ

ルト地帯の AAC,RST, BSAなどの5大銅会社がピッ

ク・ピズネスとして一周のコントロールを超えた超国家

的なものに発展しているというウオルフ（AlvinW. Wol・

fe）の所説への反論となっている。ウオルフは5大会社

聞の相互の株保有は経営の結合と述べているが，フェー

ノ宅ーは結合関係は子会社間にのみ，例えばムフリラ鉱山

会社におけるZACとRSTの例のようなもので，しかもこ

れは単に歴史的な事件の結果であり， 5大会社は国籍と

その目的を異にし，ただ五つの異なった株主グルーフ。が

存在するにすぎないと批判している。

第E章では，ローデシア・ニアザランド連邦が解体し，

北ローデシアに民族国家が誕生することが明らかになっ

た際の北口｝デシアと BSA(British South Africa 

Company）問における鉱業権返還に関する交渉のいき

さつについて述ぺている。 BSAはCharteredCompany 

として北ローデシア銅鉱業のコンセッションを所有

し， RoanSelection Corp.と Anglo-AmericanCo.が

BSAから開発権を得て実際に開発を行なっている。交渉

の結果 BSAは鉱業権を400万ポンドで北ローデシア政

府に譲渡することになったものである。

第E章も，問有化前に脅かれたもので，国有化を行な

う際の種々の条件を提案している。悶有化協定の中に税

改正の条項を入れること，補償は一時払い，政府公債，

などで支払うべきことを示唆している。

第W章はこの著作の中心論文となるものである。ポッ

ターはまず協定締結前における両者〈ザンピア政府と 2

会社〕の立場をえがき，さらに協定の条件，協定に示さ

れたザンピア政府収入の短期的，長期的分析，最後に鋼

会社の株主の受取り分について分析を行なっている。

ポッターは一般論として，ザンピアにおける銅鉱業は

高収益的なばかりでなく社会にも多くの利益を与えてい

ることを強調し，銅鉱業がザンピア経済に与えている好

影響は輸出と濯用の面においてであると論じ，さらに次

のように輸を進めている。

国有化の交渉時においては政府と両会社はそれぞれ次

のような目的を持っていた。政府側は，（1）生産と投資の増

加がはかれること，（2）外国為替コストを最少にできるこ

書評

と，（3）ザンピア人化が促進できること，（4）外国会社の専門

家の意思に額らざるをえないとはいっても，企業を十分

にコントロールできること，（5）終局的に経済的独立を達

成できること。これに対して会社側の目的は，（1）できる

限り速かな高額の補償，（2）将来の操業においてもできる

限り広範囲，長期のコントロールの確保，（3）ザンピア政

府が補償支払いに対する保証を行なうこと，会社課税を

高くしないこと，であった。

さてこの協定はどのような結果となったかをポッター

は次に説明しているが，簡単に紹介しておこう。 RST 

（アメリカ資本80%）の51%の株が売却されたが，その

簿価は11億7800万ドルであり， Rs Tが要求したより低

い。しかし今後の権利については有利であり，政府は新

会社の税金を8年間から12年間引き上げず，さらに10年

間の販売契約，経営契約を結び，販売手数料としてRST 

は利益の0.75%，経営サーピスとして0.75%，さらに鉱

業税支払後の売上利益の2%を得ることとなった。また

所得税は課税されることとなった。補償はザンビア政府

裏書のドル建債券によって行なわれ， 16年聞に年間9億

5200万ドルずつ償還される。この規定はなお銅価格が1

ポンド57セントを上回った時には償還をくり上げること

としている（AccelerationClause）。 なお RSTはRST

Internatio田！と改名，改組された。

一方 ZAC（南アフリカ系資本〉に対する補償は前者

と若干相違がある。 51%分の補償は l億7500万ドルで，

償還期限12年，金手1]6%の譲渡可能債券で支払われる。

1億0300万ドルずつの半年払いで償還され，銅価格が 1ポ

ンド57セントを超えた場合，償還はくりあげられる。会

社はまた10年間の経営契約と販売契約を結び，政府は新

会社の税金を 8年から12年間引き上げないこととした。

新会社は NchangaConsolidated Copper Min出会社と

改名，改組された。

この交渉結果についてはポッターは明確にではないが

政府は実際上第1の目的のみを得，会社は全てを得てい

るとほのめかしつつ，さらに次のように論じている。交

渉の結果は結局時が証明するものであるが，まず協定に

は将来の49%接収については何の規程もなく，ザンピア

人化についても規定を欠いている。また鉱山の管理権に

ついても会社側に多くの権限が残されており，会社側！］は

投資，生産，販売決定に絶対的な拒否権を持っており，

ザンピア政府側に必ずしも有利でなく，この意味では経

済的独立も完全なものではない。株主への支払いについ

ては株主はこの協定におおむね満足すべきである。以上
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議：評，

がポッターの論点の要約である。

III 

ポストツグ，ハーペイ編の著作は前ー脊上り 1年おくれ

て出版された。複数の者によって脅かれている点，また

執全集者が実務家であるぷが似ている。編者のM訂 kBos-

tockはザンピアにある MaxwellStamp (Africa) Lt<l. 

というコンサルティング・エコノミスト会社の専務取締

役で，ザンピアや東アフリカ諸国の経済コンサルタント

であり，イギリスの大学にも講座を持っている。 Charles

Harveyは67年以来ザンピア大学で経済学を教えている。

共同執筆者 AlanDrysdallはザンピア政府の鉱山・鉱業

開発省の地質調査局長， AndrewGordonはオーストラ

リアのアングロ・アメリカン会社に勤務しており， 71年

3月までは同社の中央アフリカ関係の ProjectAnalyst 

であった。 JohnNiehussは70年12月までザンビア大蔵

省の法律家であり，現在世界銀行に務めている。 Peter

Slinnはロンドンにある Schoolof Oriental and Afri-

can Studiesにて調査研究を行なっており，また法律コ

ンサ1レタントでもある。

つぎにこの6名による執筆分担と項目を示す。

第I章経済的独立 チャールズ・ハーベイ

第II章 BritishSouth Africa Co.，の遺産，その歴史

的背景 ピーター・スリン

第皿章探査および鉱業活動， 1895～1970.

アラン.fリスダーノレ

第IV章経済成長と経済構造チャーyレズ・ハーペイ

第V章経営参加の背景 マーク・ポスト γク

第VI章鉱業における税制改革

チャーJレズ・ハーベイ

第VII章チ｝ク・オーパー（Takeover)

第V圃章新しい鉱山投資の展望

マーク・ボストック

チャーfレズ・ハーベイ

アンドリュー・ゴードン

第IX寧結 i倫

付録

A テーク・オーバーの諸条件

B ザンビアのテーク・オーパー（Take唱ver）に関す

る法的考察 ジョン・ニーフス

ピーター・スリン

C ザンピア鉱業の組織

D 新鉱山に対する国家参加，探査許可に関する付属
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事JJ~

第I：章で，ハーベイは，まずこの著作は経済的分析が

主で政治的分析ではないことを明らかにしている。彼の

輸を続けてみよう。 51%のテーク・オーバーと社会主義，

経済的独立との関係では，ザンビアは社会主義をめざす

tのではなく，ザンピア・ヒューマニズムを基調とし，

この中でいう PublicOwnershipはイデオロギー的なも

のでなくすこぶるプラグマテックなものであることを指

摘してν、る。

テーク・オーバーの交渉において，政府がどの程度の

株を取得し，評価し，またどう管理するかは政府の Bar-

gaining Power （経営能力，投資需要，生産物の重要性，

利益高，政府代表の交渉能力，テーク・オーバーの影響，

会社の規模，国内市場の規模）による。ザンピアの場合

は強さと弱さが混在し，ザンピアの経営能力の不足と外

国人労働者への依存はマイナス左なり，銅鉱業の規模の

大きさはプラスとなっている。さらに補償額は国が誰

を，すなわち現在の株主か，国民か，他の資本主義国の

投資家かあるいは社会主義国かを満足させるかによって

決まるものと述べている。

結論として， 51%のチーク・オーパは新しい技術を導

入し利益を最大にし，かつ私企業部門を残しつつ名目的

支阻権を持つもっとも安い有効な方法であるという。

第H章は，コンセッシヨン付与から独立前の鉱業権取

得までの歴史的変化を述べたものであり， Bs Aという

Chartered Companyの法的背景を述べたものである。

第E章は探査事業，鉱山開発事業を歴史的な段階別に，

図表と統計でもって明らかにしたものである。

第W章においてザ、ンピアの銅産業と経済の関係につい

てハーベイはつぎのように述べている。ザンピアは，価

格変動の激しい単一商品に依存する古典的な国であり，

同時に輸出が不安定であるにもかかわらず利益が得られ

る国でもある。

短期的に見ると銅価格の変動はザンピア経済にほとん

ど影響を与えない。しかしテーク・オーバー後の補償金

支払によって今後は若干の影響を受けるだろう。元来銅

収入の変化に応じて政府支出を速やかに変えられるもの

ではない。

しかし長期的にみるとザンビア経済は銅価格にまった

く依存することとなる。それゆえザンピアは銅依存経済

から抜け出す必要があり独立は幼稚産業（infancyinclus-

try）を保護する最初の機会を得たことである。銅による

経済繁栄は近代部門の少数者に高い生活水準を享受させ



ているが国民の大多数を占める農業部門従事者を無視し

ている。銅の高価格はザンピア通貨（Kwacha）の突換レ

ートを高くし，土肴農業・工業製品にとっては輸入との

競争を激化させ，それら製品の輸出を困難にする。しか

し銅価格が長期にわたって低滞すると，経済水準を低下

させ，ザンビアの現在の経済規模を維持するに必要な外

国人技術者・教員の雇用さえも困難となる。との閃難な

問題の解決にはさらに十分な時聞が必要であり，チーク・

オーバーがこの時聞を与えたものかどうかは今後の問題

である。

第V章は政府の経営参加にいたる経過を扱ったもので

ポストックは，ローヂシアの一方的独立宣言（Unilateral

Declaration of Independence-UDY）がザンビアに与

えた影響と，ムルングシ，マチロ定言の効果を分析して

u、る。

かつてローデシア・ニアザランド連邦時代，北ローデ

シアといわれたザンピアの経済は，ローデシアと南アフ

リカに依存した経済構造であった。ザンピアが独立しそ

の後ローデシアが一方的に独立する（1965年11月）に至る

までこの経済依存（電力・石油・機械・日常用品の輸入，

銅のローデシア経由搬出〉は交わらなかった。 UDIによ

ってザンピアはまず関税制度の改革，輸入代替産業，ザン

ピア人労働者の育成に政策を転化せざるをえなくなり，

直接的には有油輸入が減少して66年後半の鋼生産は25%

以上低下するなど大きな影響を受けることとなった。

国連に上るローデシアへの経済制裁後，ザンビアは輸

出入ランセンス制度をとりいれ， 64年に設立された IN-

DECO （産業開発公社〉を中心としてザンピア産業の育

成， /Jン’ザエア経由の鋼輸送路の建設に乗り出すことと

なった。 UDIはザンビアの鉱業と経済全体に深刻な影響

を与え，かくしてムルングシ宣言への道を歩ませること

となる。

ムルングシ宣言はそれにリスト・アップされた企業の

51%の株式取得を通して，マテロ宣言は具体的な経営参

加方針を明確にすることによって，ザンピア政府がl直接・

間接ザンピア経済をコントロールする道を開かせること

となった。

このようにポストックは，ザンピア政府の経営参加が

UD  Iを直接的起因とするこ左を強調している。

第VI章は鉱業に関する税制度の問題を取り扱ってい

る。接収が鉱業税改正の好機を与えたものとして，！日鉱業

税法と新鉱業税法とを比較している。新しい税法は，かつ

てのロイヤリテーと輸出税の代わりに利益の51%を鉱山

書評

税として支払うもので，これによって会社は鉱山税を支

払い，さらに4S%の収入税を支払い，結局利益の73.0S%

を支払うこととなった。

ハーベイはこの新しい税制度の利点を認めつつ，同時

にこの税率が高いこと，高利瞳と通常利益の区別のない

ことを欠点として指摘している。

第W主主はこの協定の内容にふれたもので，ポストック，

ノ、ーペイの両者は結論としてこの協定をつぎのように訴

価している。両会社における決議権は，政府と株主それ

ぞれの多数決によって決定される。それゆえ政府はテー

ク・オーパーによって行動の自由に多くの制限を受ける

こととなり，ザンビアの独立性をかなり減少させること

となった。しかしこの制限はむしろ政府の意図する目的

達成のためには必要なものである。 51%のテーク・オー

ノξーは，これを管理する能力のある人材の不足で不平I］な

点があり，補償については decelaration規定を欠き，ま

たザンピア入化の規定も欠いている。とはいえテーク・

オーバーは鉱業行政の合理化，投資増加，さらに長期的

にみて経済的独立への重要な手段となっている，と両者

は論評を下している。

第咽章においてゴードンはテーク・オーバーの投資家

に与える影響を考察し，この政府の経営参加は授資家に

とって不利益というよりむしろ利益を与えるものである

が，高率の課税がかえって投資の妨げとなると見ている。

結果的に見てテーク・オーバーは政府に政治的利益すな

わち鉱業支阻の確立をもたらすと分析している。

第IX章の結論はわずか4ページの短いもので， British

South Africa Companyとザンピア政府の鉱業権獲得の

動きが，発見鉱物の最大限の確保と開発への参加政策に

おいて類似している点を指摘し，さらにザンピア経済の

短期的成長は銅からの利益増加にかかわるが，しかしこ

れは銅依存を強めるものと警告している。

付録ばテーク・オーバー基本協定の概略とそのコメン

タール，さらに，テーク・オーパー前後の会社の資本構

成図，さらに探査許可とそれへの政府の参加オプション

に関する規程を簡単に紹介したものである。

N 

まず前著書に対する批評から始めよう。フェーパー自身

この著作を，どうしてこのような形でまたこの時期に出

版したかを弁明している。資料不足と将来の研究のため

にと理由づけているが，フェーパーの諸論文は，固有化

以前のある裏面を物語るに若干の意義があるとはいえ，
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護：評

この著作の価値はむしろ第W章のポッターの論文にある

といえよう。

第1の論文は中部アフリカにおける大鉱山会社は超国

家的権能を持つというウオルフの所説を攻態したもので

あり，第2の論文は1964年ザンビアが行なったBs Aか

らの鉱業権取得について，第3の論文はザンピアが2大

会社に経営参加する考えを示唆したものである。紙数の

都合でこれらの論文には簡単なコメントを加えるだけに

しておこう。第1の論文における銅鉱業会社聞における

企業的結合は，実際には経営者の重複とか労働組合対策

のための合同協議会の方法によって行なわれているが，

この方法に』こる結びつきが経営の結びつきをもたらさな

いとは限らないし，各企業の行動の自由を保証している

ともいえない。

第2の論文は実際の実渉にあたった関係者の評価とし

て意義がある。第3の論文は，彼自身の提案と締結され

た協定との比較がなされていない。協定では補償はフェ

ーノミーの提案よりも40%多い額で決着している。

第4のポッターの論文の問題点に入ろう。まず，鈎鉱

業とザンピア経済との関係では，鉱業は璃用を増大する

どいろが，一般に鉱業は農業ほ立にほ労働集約的でなく，

雇用を増加させる産業ではない。ザンピアではむしろ農

業投資を増大する必要があると考えられる。

他にもポッターの所論に対する細かい批判はあるが，

ポッターの協定批判のいくつかは正鳴を得ていると考え

られる。生産増加をもたらすには51%のテーク・オーパ

ーよりも税制の改革が有利であること，協定では税政策

の自由を放棄していること，協定には利益が高い時の

acceleration clauseをおいているが，decelerationclause 

をおいていない点への批判などである。

この論文は交渉から協定までの背景を描いた価値の高

いものであるが，もう一歩，国有化が行なわれたことに

よる政治的，社会的影響，さらに固有化のパランス・シ

ート，すなわち誰がその目的を達成したかについても論

じてほしかった。これらは時期的にも無理な問題かもし

れないが，この論文は今後の研究にいろいろの示唆を与

えるものといえる。

「経済的独立とザンピアの銅jは，前者よりは論点が

明確な点が秀れている。多くの実務家が多角的に取りく

み，時間的な余裕があったためでもあろう。

この著作も経済的分析が主で政治的背景の分析に乏し

い。また固有化（Nationalization）の語はほとんど使用さ

れず， Takeoverの語が使用されている。この点前者は
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わずかに国有化の語を使用している。テーク・オーパー

は，取得とか買取りを意味するものであり，国有化，接

収，取得等を含めた意で最近比較的良く使用されてい

る。国有化の語はザンピア側も使用していないが，先進

諸国側がテーク・オーバーの語を使用するのも何らかの

政治的配慮が感じられる。ザンビアの51%の取得は何を

意味するかという議論もあるが，その政治的目的は国有

化であり，経済的実行方法はパーテシペーションといえ

る。外国企業株式の51%取得の背景には，広汎な経済改

革の動きがあり，鉱業に関しては，全鉱業権を国家に帰

属させ（鉱山，鉱物法 PartII. A3-(l）），さらに全ての

コンセッションを取り消す（マテロ宣言）行為が行なわれ

ており，資源に対する主権設定を明確に表現している。

それゆえ， 51%の株式取得は，部分的国有化によるパー

テシペーション政策とでもいうべきものであろう。しか

し100%の国有化政策を行なったアルジエリア等の固に

比して，その比重はむしろパーテシペーションにあると

いえる。

ポストック，ハーベイの著作がテーク・オーバーの語

を使用しているのは，国有化というすこぶる政治的意味

あいのとい表現をさけたためと考えられるが，テーク・

オーバーという言葉のもつ政治的また経済的意味あいに

ついては何らふれていない。

この点に関連して，ハーペイのいうように51%のパー

テンベーションが技術導入を容易にし利益の最大化をも

たらすという点については， 100%の固有化でも技術導

入，投資増加による生産拡張を行ないうる事例のあるこ

とを述べておきたい。ザンビアで100%の国有化がなさ

れたらという仮定との比較も試みるべきであったろう。

最後に銅価格の変動が短期的にはザンピア経済に大き

な影響を与えることはないであろうが，銅価格の不安定

性が長期経済政策を困難にし，経営の合理化をも妨げる

ものである点をもう少し解明する必要があること，さら

に銀鉱山における厚生施設，高賃銀がザンビア経済に不

均衡をもたらしている点が固有化によってどう変化し，

また銅を中心とした傾斜生産方式がはたして可能かどう

かについても論じてほしかった。

いずれにせよ，今まで固有化に関するこの種の研究が

ともすると政治的側面を中心としたのに対し，両著作は

経済的分析を主とし，今まであまり行なわれなかった国

有化のパランス・シートを描こうとした点が貴重であり，

かなりの成果をあげているといえよう。

〈経済協力調査室主任調査研究員 安藤勝美〉




